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グレード・ポイント・アベレージ（ＧＰＡ）に関する規程

（目  的）

第１条 この規程は、高知リハビリテーション専門職大学（以下「本学」という。）に

おけるグレード・ポイント・アベレージ（Ｇｒａｄｅ Ｐｏｉｎｔ Ａｖｅｒａｇ

ｅ、以下「ＧＰＡ」という。）の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

（算出方法）

第２条 本学におけるＧＰＡは、ファンクショナルＧＰＡ（ｆ ＧＰＡ）の算出方法

に基づくものとする。まず、試験の評点をもとに履修した科目ごとの評価をグレー

ド・ポイント（４．５～０．５）に置き換える。各履修科目のグレード・ポイント

に、科目の単位数をかけた値を全履修科目分合算し、その値を全履修科目の単位数

の合計で割ったものがＧＰＡとなる。

２ 試験の評点に応じたグレード・ポイント（ＧＰ）の算出方法は以下のとおりであ

る。

なお、受講を途中でやめた科目や不合格となった科目はＧＰが０．０点となり、

全履修科目単位数に含まれる。  

  ＧＰ ＝ （評点－５５）／１０

  （評点から置き換えられたＧＰについては「別表」を参照。）

３ ＧＰＡの算出式は以下のとおりである。少数第２位以下を四捨五入する。

     （履修登録した教育科目の単位数×履修登録した教育科目のＧＰ）の総

和

     履修登録単位数の合計

なお、再履修後、合格もしくは不合格だった場合、再履修前の単位数は総履修登

録単位数から除外する。

（対象期間）

第３条 ＧＰＡ算出の対象期間は、その目的により、学期、年度、入学時からの通算

及び過去の特定年数に分類する。

（対象科目）

第４条 ＧＰＡ算出の対象科目は、その目的により、対象期間中に成績評価を受けた

すべての履修登録科目とする。ただし、既修得単位による認定科目は含まない。

（対象学生）

第５条 ＧＰＡ制度を適用する対象学生は、本学全専攻に在学する学生とする。な

お、科目等履修生は含まない。

附 則

この規程は、平成３１年４月１日から施行する。

ＧＰＡ＝
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【別表】

評点 GP 評点 GP 評点 GP 評点 GP 評点 GP
100 4.5 90 3.5 80 2.5 70 1.5 60 0.5
99 4.4 89 3.4 79 2.4 69 1.4

0～
59

0.0

98 4.3 88 3.3 78 2.3 68 1.3
97 4.2 87 3.2 77 2.2 67 1.2
96 4.1 86 3.1 76 2.1 66 1.1
95 4.0 85 3.0 75 2.0 65 1.0
94 3.9 84 2.9 74 1.9 64 0.9
93 3.8 83 2.8 73 1.8 63 0.8
92 3.7 82 2.7 72 1.7 62 0.7
91 3.6 81 2.6 71 1.6 61 0.6


